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～最終処分場確保への動き～難航の選定、候補地は淀江に

管理型最終処分場の県外産廃の搬入規制状況

住民との合意形成は条例に基づく厳格手続きで 処
分
場
建
設
は
官
民
一
体
で

　

県
内
に
は
「
管
理
型
最
終
処
分

場
」
が
な
く
、
埋
め
立
て
後
に
汚
水
が

発
生
す
る
燃
え
殻
や
汚
泥
な
ど
の
産

廃
は
県
外
に
搬
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
今
、
多
く
の
都
道
府
県
が

県
外
か
ら
の
産
廃
受
け
入
れ
を
規
制

（
右
図
参
照
）
。
こ
の
状
況
に
排
出
事

業
者
や
産
廃
処
理
業
者
の
多
く
は

将
来
、
受
け
入
れ
を
拒
否
さ
れ
る
の

で
は
と
不
安
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

処
分
場
の
不
足
は
事
業
活
動
へ

の
影
響
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
山
林

や
川
へ
の
不
法
投
棄
が
進
め
ば
環

境
を
汚
染
す
る
だ
け
で
な
く
、
事
故

や
水
害
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
も
。
管

理
型
最
終
処
分
場
は
、
産
業
を
守

り
、
私
た
ち
の
生
活
環
境
を
守
る
た

め
、
県
内
に
必
要
な
施
設
で
す
。

　

と
は
い
え
、
処
分
場
整
備
の
問
題

は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
地
元
に
敬

遠
さ
れ
が
ち
。
そ
う
し
た
中
、
必
要

な
処
分
場
を
整
備
す
る
た
め
に
、
県

が
中
心
と
な
り
、
１
９
９
４
（
平
成

６
）
年
12

月
、
民
間
企
業
・
市
町
村
・

県
が
共
同
出
資
す
る
「
財
団
法
人

（
現
・
公
益
財
団
法
人
）
鳥
取
県
環

境
管
理
事
業
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
し

ま
し
た
。

難
航
す
る
候
補
地
選
定

　

同
セ
ン
タ
ー
は
こ
れ
ま
で
、
建
設

候
補
地
と
し
て
旧
青
谷
町
内
を
含

め
４
カ
所
を
選
定
。
し
か
し
、
交
渉

は
い
ず
れ
も
実
ら
ず
、
計
画
は
断
念

ま
た
は
中
断
し
て
い
ま
す
。
行
き
詰

ま
っ
た
事
態
を
打
開
す
る
た
め
セ
ン

タ
ー
は
、
産
廃
処
理
業
者
・
商
工
業

者
・
学
識
者
・
行
政
の
代
表
な
ど
で

構
成
さ
れ
る
理
事
会
で
、
水
処
理

施
設
の
設
計
・
施
工
や
一
般
廃
棄
物

の
最
終
処
分
な
ど
を
行
う
環
境
プ

ラ
ン
ト
工
業
株
式
会
社
（
米
子
市
）

と
事
業
提
携
を
決
定
。「
災
害
か
ら

重
大
な
影
響
を
受
け
な
い
」「
必
要

な
面
積
・
容
量
が
確
保
可
能
」
な
ど

の
条
件
か
ら
、
米
子
市
淀
江
町
小

波
（
左
図
参
照
）
を
適
地
と
判
断
。

08
（
同
20

）
年
、
同
地
域
を
候
補
地

と
す
る
計
画
を
公
表
し
ま
し
た
。

条
例
に
基
づ
く
手
続
き
へ

　

一
方
、
県
は
05
（
同
17

）
年
に
手

続
条
例
を
制
定
。
廃
棄
物
処
理
施

設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
に
は

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」
に
基
づ
く
許
可
申
請
の

前
に
、
住
民
と
の
合
意
形
成
に
向
け

た
厳
格
な
条
例
手
続
き
を
義
務
付
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問

F

シリーズ 産廃処分場について考える 2

センターが計画地を適地と判断しているポイント

け
ま
し
た
。（
左
欄
参
照
）

　

最
終
処
分
場
計
画
の
住
民
説
明

対
象
範
囲
を
条
例
で
定
め
て
い
る

の
は
47

都
道
府
県
中
９
府
県
。
県
は

安
全
面
へ
の
配
慮
か
ら
、
こ
の
範
囲

を
▽
敷
地
境
界
か
ら
５
０
０
㍍
以

内
▽
排
水
が
１
０
０
倍
に
希
釈
さ
れ

る
地
点
ま
で
の
区
域
な
ど
と
し
、
全

国
的
に
も
広
く
設
定
し
ま
し
た
。
セ

ン
タ
ー
は
12
（
同
24

）
年
以
降
、
対
象

区
域
で
１
０
０
回
を
超
え
る
説
明

会
を
実
施
。
環
境
影
響
調
査
や
設

計
作
業
を
行
い
、
16
（
同
28

）
年
に
事

業
計
画
書
を
県
に
提
出
し
、
条
例

手
続
き
に
入
り
ま
し
た
。

※次回の当コーナーには「淀江産業廃棄物処分場計画」について掲載する予定です。

センターが産廃処分場を建設しようとしている計画地
（出典：地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）
（http://mapps.gsi.go.jp/）を加工して作成）

　事業活動だけでなく、私たちの身近な所からも

排出される産業廃棄物（産廃）。米子市淀江町小

波での同処分場計画は、昨年、「鳥取県廃棄物処

理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予

防、調整等に関する条例」（手続条例）に基づく手

続きを終了しました。シリーズ２回目の今回は、県

内の産廃処分場確保に向けた動きから、同条例の

手続きを開始するまでの経緯をお伝えします。

　手続条例に基づき、計画地周辺の住民はその計
画に対して意見書を提出でき、県は十分な理解が得
られるよう関係者間の相互理解を促します。

■事業者が事業計画書およびその周知計画書

　を県に提出したら

　周知計画書に対し、県は市町村の意見に基づく
必要な修正を指示、その後、住民は事業計画書を
自由に見ることができる。

■計画書に意見があるときは

　周辺住民は、事業者や県に意見書を提出できる。

■事業者の周知は十分だが周辺住民の理解が

　得られなかったら

　県が関係者間の意見調整を行う。

　次の基本的な要件を満たしていること。

○地震や津波、土砂災害に重大な影響を受けず、
施工上の課題が少ない。

○必要な面積・容量の確保が可能。

○都市計画法や農地法など法規制に問題がない。

　37の都道県が県外からの産廃の搬入を規制、こ
のうち14都道県が原則禁止しています。

取り組みの経緯
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一般県道尾高淀江線

事業計画地

2019年12月現在 循環型社会推進課調査
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公共関与処分場あり

（原則持ち込み禁止）

民間処分場への持ち込み
原則禁止または民間処分
場なし

民間処分場への持ち込み
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民間処分場への持ち込み
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いまだに後を絶たない不法投棄

（財）鳥取県環境管理事業センター設立

青谷町出合地区を候補地に選定

青谷町出合地区への建設断念
鳥取市小沢見地区を候補地に選定

鳥取市小沢見地区への建設断念

岩美町浦富、倉吉市小田を候補地に選定

県が「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係
る手続の適正化及び紛争の予防、調整等
に関する条例」制定（左欄参照）

米子市淀江町を新候補地として公表

岩美町浦富、倉吉市小田での計画中断

県商工会議所連合会、県商工会連合会、
県中小企業団体中央会が県に建設促進
要望書提出

（センターが生活環境影響調査、淀江町地元説明）

地元の声や環境プラント工業の要望を踏
まえ、センターを設置運営主体とすること
が決定

センターが事業計画案の概要を地元に説
明、県に事業計画書を提出
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